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～商工会は行きます、聞きます、提案します～

商工会お知らせ版 お忘れなく 労働保険「年度更新」！

労働保険の年度更新手続きが始まります。

労働保険料は、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに従業員に支払った給料賃金

や、この期間内に終了した元請工事金額の報告により、保険料を算出し納付していただくもの

です。労働保険料の未納や滞納は延滞金が徴収されますので十分ご留意ください。

商工会に事務委託をされている事業所については、３月下旬を目途に年度更新書類を送付い

たします。委託事業所全ての書類が揃わなければ労働局に申告することが出来ませんので期限

内の書類提出にご協力をよろしくお願いいたします。

また、特別加入者の脱退は月額計算となりますので、３月末で特別加入脱退を希望される方

は、３月２９日（月）までに商工会までご連絡をお願いします。

◎委託事業所 労働保険年度更新報告期限（予定）４月２６日（月）

（担当 柏櫓・田中）

確定申告はお済ですか。

所得税の申告は ４月１５日（木） 消費税の申告は ４月１５日（木）

◎振替納税にすると振替日は

所得税 ５月３１日（月） 消費税 ５月２４日（月）

◎振替納税をご利用の方は振替不能の場合、申告期限まで遡って延滞税が発生します。
振替日の２、３日前には、預金残高をお確かめ下さい。

☆商工会員・入会募集のご案内☆

会員の皆様には、日頃から商工会運営に多大なご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げま

す。

さて、荒川商工会は事業者のビジネスをサポートし、事業者の経営改善と繁栄を第一に地

域に密着した総合経済支援団体として活動をさせていただいております。多くの事業者の

方々にご利用いただくため、随時加入を受け付けております。

入会のメリットも大きく、是非お知り合いの未加入事業者の方々に入会のご勧誘を下さい

ますようお願い申し上げます。

◇主な商工会の支援内容

○経営指導・支援 ○税務・経理指導 ○金融相談・斡旋

○労務・共済制度 ○中小企業支援ネットワーク強化事業

○地域振興・まちづくり ○各部会活動による勉強会・人脈づくり

◇入会金 ３,０００円（一律）

◇会 費（年 額）

☆個人企業 ６,０００円～３０,０００円

☆法人企業 １３,０００円～３１,０００円

従事者数調査票提出のお願い

商工会費の賦課金方法については、毎年４月１日時点での企業形態及び従事者数を基準と

しております。令和３年度会費査定の基礎資料に使用するため、調査票（４月号お知らせ版

に折込み）のご提出をお願いいたします。

（担当 遠山）

★★商工会関係行事★★
３月 ４日（木）個別税務無料相談会

１１日（木）個別税務無料相談会

２４日（水）第５回理事会

◇令和３年度健康診断のお知らせ◇

会員事業所の従業員定期健康診断の日程は、お知らせ版４月号にてご案内させていただき

ます。ご希望の方は、総合健康診断受診申込書（４月号お知らせ版に折込み）に必要事項を

ご記入の上、（一財）健康医学予防協会へお申し込みください。

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険 加入者の方へ

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が３割以上減少した場

合、保険税（料）が減免されます。詳しくは別紙折込をご覧ください。

小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領公開【第９版】

事業計画に基づいた販路開拓に対する取組みに対し支援されます。上限50万円（補助率

２/３）。第５回から第７回受付までの公募スケジュールも決定していますのでご確認くだ

さい。https://www.shinsyoren.or.jp/home/100_keieisoudan/jizokukahojokin


